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４
月
１
日
か
ら
「
森
林
経
営
管
理
法
」

が
施
行
さ
れ
、
新
た
な
森
林
管
理
シ
ス
テ

ム
「
森
林
経
営
管
理
制
度
」
が
ス
タ
ー
ト

し
ま
し
た
。

　
併
せ
て
、
市
町
村
が
統
一
的
な
基
準
に

基
づ
き
、
森
林
の
所
有
者
情
報
を
ま
と
め

た
「
林
地
台
帳
」
と
、
森
林
の
土
地
に
関

す
る
地
図
の
公
表
が
行
わ
れ
ま
す
。

な
ぜ
、
新
制
度
が
必
要
な
の
か

　

国
内
の
森
林
は
、
戦
後
や
高
度
経
済
成

長
期
に
植
栽
さ
れ
た
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
な
ど

の
人
工
林
が
大
き
く
育
ち
、
木
材
と
し
て

利
用
可
能
な
時
期
を
迎
え
て
い
ま
す
。

　

一
方
で
、
森
林
の
所
有
は
小
規
模
・
分

散
的
で
、
長
期
的
な
林
業
の
低
迷
や
森
林

所
有
者
の
世
代
交
代
な
ど
に
よ
り
、
森
林

所
有
者
の
森
林
へ
の
関
心
が
薄
れ
て
き
て

い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
所
有
者
不
明
な
森

林
や
林
地
の
境
界
が
不
明
確
な
森
林
が
増

加
し
、
森
林
の
管
理
が
適
切
に
行
わ
れ
な

い
、
伐
採
し
た
後
に
植
林
が
さ
れ
な
い
と

い
う
事
態
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
中
、
適
切
な
経
営
管
理
が

行
わ
れ
て
い
な
い
森
林
を
、
意
欲
と
能
力

の
あ
る
林
業
経
営
者
や
市
町
村
に
委
ね
、

森
林
の
経
営
管
理
を
確
保
し
、
林
業
の
成

長
産
業
化
と
森
林
の
適
切
な
管
理
の
両
立

を
図
る
た
め
、
森
林
経
営
管
理
法
が
制
定

さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
市
町
村
が
統
一
的
な
基
準
に
基

づ
き
、
森
林
の
土
地
の
所
有
者
な
ど
の
情

報
を
取
り
ま
と
め
た
「
林
地
台
帳
」
を
整

備
し
、
公
表
す
る
こ
と
に
よ
り
、
森
林
施

業
の
担
い
手
に
よ
る
業
務
の
集
約
化
と
森

林
整
備
の
推
進
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

「
森
林
経
営
管
理
制
度
」
と
は

①�

森
林
所
有
者
に
適
切
な
経
営
管
理
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
責
任
が
あ
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
ま
す
。

②�

森
林
の
経
営
管
理
が
で
き
な
い
場
合
に

は
、
所
有
者
の
委
託
を
受
け
て
伐
採
な

ど
を
行
う
た
め
の
権
利（
経
営
管
理
権
）

を
市
に
設
定
し
ま
す
。

③�

市
は
林
業
経
営
に
適
し
た
森
林
を
、
意

欲
と
能
力
の
あ
る
林
業
経
営
者
に
再
委

託
し
、
伐
採
な
ど
を
行
う
た
め
の
権
利

適
切
な
森
林
管
理
と

　
　
　
林
業
の
成
長
産
業
化
の
た
め
に

〜
森
林
経
営
管
理
制
度
と
林
地
台
帳
制
度
は
じ
ま
る
〜
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（
経
営
管
理
実
施
権
）
を
設
定
し
ま
す
。

④�
林
業
経
営
に
適
さ
な
い
森
林
や
、
林
業

経
営
者
に
委
託
す
る
ま
で
の
間
の
森
林

は
、市
が
経
営
管
理
を
行
い
ま
す
。（
図

１
）

意
向
調
査
の
実
施

　

市
で
は
、
経
営
や
管
理
が
行
わ
れ
て
い

な
い
森
林
で
、
市
に
経
営
や
管
理
を
集
積

す
る
必
要
が
あ
る
森
林
を
対
象
に
、
経
営

や
管
理
に
関
す
る
意
向
調
査
を
行
い
、
森

林
の
適
切
な
管
理
方
法
を
把
握
す
る
こ
と

と
し
て
い
ま
す
。
今
後
、
こ
の
意
向
調
査

の
住
民
説
明
会
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
詳

細
は
、
５
月
１
日
発
行
の
市
報
む
ら
か
み

（
お
知
ら
せ
版
）
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

「
林
地
台
帳
制
度
」
と
は

　

地
域
森
林
計
画
の
対
象
民
有
林
に
つ
い

て
、
森
林
の
所
有
者
や
土
地
の
境
界
に
関

す
る
情
報
を
記
載
し
た
「
林
地
台
帳
」
と
、

森
林
の
土
地
に
関
す
る
地
図
を
作
成
・
公

表
す
る
仕
組
み
で
す
。

林
地
台
帳
お
よ
び
地
図
の
記
載
事
項

①
林
地
台
帳
（
図
２
）

・�

森
林
の
土
地
の
所
有
者
の
氏
名
ま
た
は

名
称
お
よ
び
住
所
（
登
記
上
の
所
有
者

と
現
所
有
者
）

・�

森
林
の
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
、

面
積

・�

森
林
の
土
地
の
境
界
に
関
す
る
測
量
の

実
施
状
況

・
小
流
域
（
林
小
班
施
業
番
号
）

・
森
林
経
営
計
画
の
認
定
状
況

・�

公
益
的
機
能
別
施
業
森
林
等
に
お
け
る

施
業
の
方
法

②
森
林
の
土
地
に
関
す
る
地
図
（
図
３
）

　

森
林
計
画
図
に
地
番
を
記
載
し
た
も
の

林
地
台
帳
の
公
表
・
情
報
提
供

　

市
内
の
地
域
森
林
計
画
対
象
民
有
林
に

つ
い
て
、
林
地
台
帳
お
よ
び
地
図
の
公
表

や
情
報
提
供
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

個
人
情
報
以
外
の
林
地
台
帳
情
報
と
地

図
は
、
申
請
す
れ
ば
誰
で
も
閲
覧
で
き
ま

す
が
、
林
地
台
帳
の
全
項
目
の
情
報
提
供

は
、
土
地
の
所
有
者
や
県
内
で
森
林
経
営

計
画
の
認
定
を
受
け
て
い
る
人
な
ど
に
限

ら
れ
ま
す
。
申
請
方
法
な
ど
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

林
地
台
帳
・
地
図
Ｑ
＆
Ａ

Ｑ
．
申
請
の
受
け
付
け
は

Ａ
．�
本
庁
農
林
水
産
課
、
山
北
支
所
産
業

建
設
課
、
朝
日
支
所
産
業
建
設
課
で

受
け
付
け
て
い
ま
す
。

Ｑ
．
費
用
は

Ａ
．�

閲
覧
は
無
料
で
す
。
写
し
は
作
成
に

要
す
る
費
用
が
か
か
り
ま
す
。

Ｑ
．
森
林
簿
と
林
地
台
帳
の
違
い
は

Ａ
．�

森
林
簿
は
、
主
に
森
林
の
現
況
の
情

これまでは森林所有者自らまたは
民間事業者に委託し経営管理

新制度を追加

森林所有者 村上市

意欲と能力のある林業経営者

村上市が自ら管理

意向を確認

経営管理を
委託

林業経営に
適した森林

経営管理
を再委託

林業経営に
適さない森林

報
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、

林
地
台
帳
は
、
森
林
の
現
況
の
情
報

は
な
く
、
森
林
の
所
有
者
（
登
記
簿

上
の
所
有
者
を
含
む
）
や
境
界
の
情

報
に
特
化
し
て
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

Ｑ
．
証
明
書
類
に
使
え
ま
す
か

Ａ
．�

使
え
ま
せ
ん
。
林
地
台
帳
お
よ
び
地

図
は
、
森
林
の
土
地
の
所
有
権
や
境

界
を
確
定
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●�

問
い
合
わ
せ

　

農
林
水
産
課
林
業
水
産
振
興
室

　
☎
53
‐
２
１
１
１
（
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線
）
３
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２

図１：森林経営管理制度

図2：林地台帳

図3：森林の土地に関する地図
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